
佐倉市条例第   号 

   佐倉市立学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 佐倉市立学童保育所設置及び管理に関する条例（平成３年佐倉市条例第２８

号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の表佐倉市立寺崎学童保育所の項中「３０人」を「６０人」に改め、

同表佐倉市立第二西志津学童保育所の項中「４５人」を「５０人」に改め、同

表佐倉市立志津児童センター学童保育所の項中「佐倉市立志津児童センター学

童保育所」を「佐倉市立上志津学童保育所」に、「４５人」を「６０人」に改め、

同表に次のように加える。 

佐倉市立第三西志津学童保

育所 
佐倉市西志津七丁目２番１号 ４０人 

佐倉市立第二上志津学童保

育所 
佐倉市上志津１７５２番地 ５０人 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 


